
【国保】 

審査情報提供事例について 

 

  審査支払機関における診療（調剤）報酬に関する審査は、国民健康保険

法及び各法、療担規則及び薬担規則並びに療担基準、診療（調剤）報酬点数

表並びに関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的見解に基づいて行わ

れています。 

  他方、高度多様化する診療内容について的確、かつ、迅速な審査を求め

られており、各審査委員会から自らの審査の参考とするため、他の審査委員

会の審査状況について知りたいとの要望のある事例について、平成１７年度

より全国調査を実施し、各審査委員会及び国保連合会間で情報の共有をして

まいりました。 

  今般、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、

審査上の一般的な取扱いについて、「審査情報提供事例」として広く関係者

に情報提供することといたしました。 

  今後、全国国保診療報酬審査委員会会長連絡協議会等で協議を重ね提供

事例を逐次拡充させることとしております。 

  なお、療担規則等に照らして、それぞれの診療行為の必要性、妥当性な

どに係る医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としていますの

で、本提供事例に示されている方向性がすべての個別事例に係る審査におい

て、画一的あるいは一律的に適用されるものでないことにご留意願います。 
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【国保】 

１３０ ヘパリン類似物質（皮膚科６） 

＜平成 21 年 9 月 15 日＞ 

 
○ 標 榜 薬 効（薬効コード） 

  血液凝固阻止剤（３３３） 
 
○ 成 分 名 

  ヘパリン類似物質【外用薬】 
 

○ 主な製品名 

  ヒルドイドクリーム、ヒルドイドソフト軟膏、ヒルドイドローション、他後発品あ

り 
 

○ 承認されている効能・効果 

皮脂欠乏症、進行性指掌角皮症、凍瘡、肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と予防、血行

障害に基づく疼痛と炎症性疾患(注射後の硬結並びに疼痛)、血栓性静脈炎(痔核を含

む)、外傷(打撲、捻挫、挫傷)後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、筋性斜頸(乳

児期) 
 

○ 薬 理 作 用 

  角質水分保持増強作用 
 
○ 使 用 例 

  原則として、「ヘパリン類似物質【外用薬】」を「アトピー性皮膚炎に伴う乾皮症」

に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 
 
○ 使用例において審査上認める根拠 

  薬理作用が同様と推定される。 


	前文
	68ヘパリン類似物質（皮膚科６）

